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当法人の名誉権を侵害する虚偽事実内容の
違法な論評をインターネットに掲載した投稿
者の「謝罪文」と、東京地方裁判所の決定に
ついて

公益財団法人生長の家社会事業団

令和４年３月１１日、インターネット上の電子掲示板に、

則天去私と称する匿名の投稿者により当法人に関して真実

と相違した内容が公然と掲載され、当法人の名誉権が侵害

される事件が生じました。

このため、当法人は、やむなく法的救済を求めて、東京

地方裁判所にプロバイダ（インターネット接続事業者）を

相手方として「発信者情報開示命令申立」を提訴しました

ところ、令和５年３月８日、同裁判所は、「本件投稿は、

…申立人（注、当法人）の社会的評価を低下させる。また、

同記事には問題がないとの、前提事実の重要部分は反真実

である。よって、申立人の権利が侵害されたこと（名誉棄

損）が明らかである」と認定して、プロバイダに発信者情

報開示を命じる決定を下し、当法人の勝訴が確定しました。

（東京地方裁判所令和４年（発チ）第３１３号事件決定）

この裁判所決定を受けて、投稿者本人と円満に解決する

ため、「訴えの提訴前の和解（即決和解）」を申し立てまし

たところ、投稿者は、本件投稿により当法人の名誉権を侵

害する虚偽事実内容の違法な論評を投稿し多大の迷惑をか

けたことを謝罪し、当該投稿の撤回と削除及び損害賠償の

金銭給付等を裁判所に約束しましたので、令和６年１０月

９日、本件和解が、円満に成立しました。

つきましては、本件和解条項第２項に基づき、当法人の

公式ホームページに、投稿者本人の「謝罪文」を、以下の

とおり掲載します。また、【参考】として、上記東京地方

裁判所の「決定」を併せて掲載します。
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謝 罪 文

私こと、則天去私を名乗る投稿者は、ＬＩＮ

Ｅ株式会社が管理運営等するインターネット

のウェブサイト「Livedoor Blog」に設置さ

れた「則天去私」と称するブログ上に２０２

２年３月１１日午前９時３３分３６秒に「今

回の『社会事業団』による阪田先生に対する

訴訟は『スラップ訴訟』である」と題した投

稿によって、公益財団法人生長の家社会事業

団の名誉権を侵害する虚偽事実内容の違法な

論評を投稿し多大のご迷惑をおかけしたこと

を謝罪致します。

当該投稿は撤回し、削除を致します。

令和６年１０月９日 投稿者名 則天去私
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